
議案第 69号  

 

 

   西脇市敬老金支給条例の一部を改正する条例の制定につ  

いて  

 

 

 西脇市敬老金支給条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

 

 

  令和２年９月１日  

 

 

西脇市長  片  山  象  三  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （理  由）  

 敬老金の受給資格及び支給金額の見直しに伴い、所要の改正を行う

必要があるため。  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
西

脇
市

敬
老

金
支

給
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
 

   
西

脇
市

敬
老

金
支

給
条

例
（

平
成

1
8
年

西
脇

市
条

例
第

６
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

  
次

の
表

の
改

正
前

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

を
同

表
の

改
正

後
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
に

、
下

線
で

示
す

よ
う

に
改

正
す

る
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正
 

 
 

 
 

後
 

改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 

前
 

 
（
受
給
資
格
）
 

第
２
条
 
敬
老
金
は
、
毎
年
９
月
１
日
（
以
下
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
本
市
の
住

 
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る
者
で
、
基
準
日
の
翌
年
３
月
31
日
に
次
の
各
号
の
い
ず
れ

 
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
支
給
す
る
。
 

（
削
る
）
 

⑴
 
満
88
歳
 

⑵
 
満
99
歳
 

（
敬
老
金
の
額
）
 

第
４
条
 
敬
老
金
の
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

 
（
削
る
）
 

⑴
 
第
２
条
第
１
号
に
該
当
す
る
者
 
10
,0
00
円
 

⑵
 
第
２
条
第
２
号
に
該
当
す
る
者
 
20
,0
00
円
 

 

（
受
給
資
格
）
 

第
２
条
 
敬
老
金
は
、
毎
年
９
月
１
日
（
以
下
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
本
市
の
住
 

 
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る
者
で
、
基
準
日
の
翌
年
３
月
31
日
に
次
の
各
号
の
い
ず
れ
 

 
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
支
給
す
る
。
 

⑴
 
満
77
歳
 

⑵
 
満
88
歳
 

⑶
 
満
99
歳
 

（
敬
老
金
の
額
）
 

第
４
条
 
敬
老
金
の
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

⑴
 
第
２
条
第
１
号
に
該
当
す
る
者
 

 5
,0
00
円
 

⑵
 
第
２
条
第
２
号
に
該
当
す
る
者
 
30
,0
00
円
 

⑶
 
第
２
条
第
３
号
に
該
当
す
る
者
 
50
,0
00
円
 

 

  
 

 
附

 
則

 

こ
の

条
例

は
、

令
和

３
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
 


